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点検業務に関する民間資格等の事例

※ホームページ上に公表されている情報等を

A．全般的な構造物点検（その１）

表
もとにとりまとめ

No.
対象分野・

科目
主催者

受験に必要
な講習会

資格
試験

講習会・資格と点検業務の関係等 資格保有者数等

人

名称

1 橋梁点検
（一財）橋梁調査
会

○ －
自治体により、受講が要件（or）のうちの一つとし
て設定されている。

8845人
（平成6年度～平成24年
度）

アセットマネジメン
ト基礎科目

岐阜大学 社会

橋梁点検技術研修会

平成21年度よりME認定者に道路管理支援士（中

社会基盤設計実
務

点検・施工・維持
管理実習

岐阜大学　社会
資本アセットマネ
ジメント技術研究
センター

2 ○
社会基盤メンテナンスエキス
パート（ME）養成ユニット

172人
（平成20年度～平成24年
度）

平成21年度よりME認定者に道路管理支援士（中
部地整）の受験資格が認められるようになった。

岐阜県橋梁点検マニュアル（平成22年4月版）に
MEが位置付けられている。

○

道守 ○ ○
12人
（平成25年10月現在）

特定道守 ○ ○
23人（コ）・10人（鋼）
（平成25年10月現在）

3
観光ナガサキを
支える"道守"養
成ユニット

道路関連施設等
のインフラ構造物

長崎大学大学院
工学研究科

平成22年4月より長崎県の総合評価落札方式に
おいて「道守、特定道守、道守補の企業への所
属」が道路改良、舗装、橋梁上部工（PC）、橋梁下
部工およびトンネルに関する工事において加点項

道守補 ○ ○
115人
（平成25年10月現在）

一級 － ○
266人
（2010年まで）

構造物診断士 鋼とコンクリート
（一社）日本構造
物診 技術協会

4

構造物診断士は、「非破壊試験を用いた土木コン
クリート構造物の健全度診断マニュアル」（（独）土
木 究所 本構造物診 技術協会 基づく

目となった。

二級 － ○
171人
（2010年まで）

「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(国土交
通省港湾局 監修 公益社団法人日本港湾協会

178人

構造物診断士 鋼とコンクリ ト
物診断技術協会

4
木研究所、日本構造物診断技術協会）に基づく調
査診断技術を習得している。

5 海洋・港湾構造物
（一財）沿岸技術
研究センター

－ ○
通省港湾局　監修、公益社団法人日本港湾協会
発行）」が平成25年3月に改訂され、「管理技術者
及び照査技術者資格表」（p.148、添付資料　2．）
に「海洋・港湾構造物維持管理士」が追加された。

178人
（公開の承諾を頂いた資格
保有者。平成24年10月3日
現在）

海洋・港湾構造物維持管理
士資格認定試験
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点検業務に関する民間資格等の事例

A 全般的な構造物点検（その２）A．全般的な構造物点検（その２）

No.
対象分野・

科目
主催者

受験に必要
な講習会

資格
試験

講習会・資格と点検業務の関係等 資格保有者数等

特別上級 メンテナンス － ○

専門分野における高度な知識および豊富な経験
に基づく広範な見識により、日本を代表する技術 32人

名称

特別上級 メンテナンス － ○
者として土木界さらには社会に対して、多面的に
貢献できる能力を持つ。

（2013年5月現在）

上級
（コースA）

メンテナンス
（主分野又は副分
野として選択可）

－ ○
36人
（メンテナンスが主分野の
方。2013年5月現在）

土木学会認定土
木技術者資格制
度

6 （公社）土木学会

「発注者支援業務等の契約方式の見直しについ野として選択可） 方。2013年5月現在）

1級
（コースA）

メンテナンス － ○
56人
（2013年5月現在）

「発注者支援業務等の契約方式の見直しについ
て」（H19.12）の参考資料「主な業務における標準
的な応募要件（案）」に位置付けられている。

No. 名称
対象分野・

科目
主催者

受験に必要
な講習会

資格
試験

講習会・資格と点検業務の関係等 資格保有者数等

「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル

B．部材関係

1 コンクリート診断士 コンクリート
（公社）日本コンク
リート工学会

○ ○

「建設コンサルタント業務等におけるプロポ ザル
方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン
（平成23年6月）」において、土木分野の優れた技
術者を適正に評価する目的で、「コンクリート診断
士」が評価対象となった（国土交通省の発注業
務）。

10725人
（2001年度からの累計合
格数）

2 コンクリート構造診断士 コンクリート構造
（公社）プレストレ
ストコンクリート工
学会

○ ○
整備局や自治体により、資格が要件（or）のうちの
一つとして設定されている。

747人
（2013年1月1日現在）

3 土木鋼構造診断士 土木鋼構造物
（一社）日本鋼構
造協会

○ ○

点検要領、ガイドライン等（「建設コンサルタント業
務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落
札方式の運用ガイドライン」（2011年6月～）等）に
盛り込まれいる。

452人
（H21年度（新規・更新）か
らH24年度（新規・更新）ま
での合計。資格の有効期
間は4年間） 3
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点検 診断のための専門技術者の組織の事例点検・診断のための専門技術者の組織の事例
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点検・診断のための専門技術者の組織の事例（ＫＩＳＴＥＣ 韓国施設安全技術公団）

組織概要 点検・診断結果と対応義務・責任区分・罰則Korea Infrastructure Safety

「施設の安全管理に関する特別法」に基づき設立された
韓国政府国土交通部傘下の政府出捐機関

組織概要 点検 診断結果と対応義務 責任区分 罰則y
&  Technology Corporation

結果の通報

○診断結果は遅滞なく、管理者に通報。
○重大な欠陥が存する場合には直ちに関係行政機関の

施設の点検、診断（完工後１０年以上経過したものにつ
いて５年に１回以上定期実施）、維持管理技術の研究、
開発、指導及び普及 等を実施

○重大な欠陥が存する場合には直ちに関係行政機関の
長に通報

対応義務

点検・診断の対象となる重要施設

特に管理する必要がある施設又は構造上維持管理に
おいて高度の技術が必要である施設については国土

○結果の通報を受け、重大な欠陥がある場合には、通
報を受けた日から２年以内に、補修・補強等に着手し
なければならない。また、着手した日から３年以内に
対応を完了しなければならない。

○道路施設

交通部長官が指定し、KISTECが診断を実施
対応を完了しなければならない。

○KISTECは点検・診断結果についての責任を負う。
○施設の最終的な管理責任は設計・施工業者及び監督

責任区分

対象となる施設の例

○道路施設
特殊橋梁（懸垂橋、斜張橋、アーチ橋及び最大径間長が
50ｍ以上の橋梁）及び延長1,000ｍ以上のトンネル

○鉄道施設
トラス橋及び延長1 000ｍ以上のトンネル ○点検 診断 対応の不実施又は不適切な実施により重

罰則

○施設の最終的な管理責任は設計 施工業者及び監督
機関たる管理者が負う。

トラス橋及び延長1,000ｍ以上のトンネル
○閘門施設
○多目的ダム、発電用ダム及び利水専用ダム

（貯水量2,000万m3以上）
○河口堰及びソウル特別市内に存する直轄河川の水門 国として重要な施設については 点検 診断の

○点検・診断・対応の不実施又は不適切な実施により重
大な損壊、公衆の危険を発生させた場合、罰則（懲役・
過怠金等）が科せられる。

○河口堰及びソウル特別市内に存する直轄河川の水門
○広域上水道及びその附帯施設
○工業用水道（供給能力100万m3以上）及び附帯施設

5

国として重要な施設については、点検・診断の
ための専門技術者の組織である民間の指定機
関により点検・診断を実施し、管理者に速やか
な対応を促す体制。［参考］ KISTEC （http://www.kistec.or.kr/kistec/eng/in_depth.asp）
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自治体のインフラ点検体制等のアンケート調査

本アンケートは 社会資本の点検に関する技術者育成方策検討に資するため 地方公共本アンケ トは、社会資本の点検に関する技術者育成方策検討に資するため、地方公共
団体が管理する社会資本における通常の点検実施者等の状況を把握すべく実施したもの。
なお、ここでいう「点検」とは、構造物等の損傷状況の把握、対策区分の判定、点検結果の
記録等を行うことで、巡視やパトロールは除く。記録等を行うことで、巡視やパトロ ルは除く。

＜アンケート対象自治体数＞ ＜アンケート有効回答数＞

＜アンケート対象＞

２０８自治体
都 道 府 県： ４７自治体
政令指定都市： ２０自治体

１７７自治体（約８５％）
都 道 府 県： ４４自治体
政令指定都市： １５自治体

市 区 町 村：１４１自治体

※市区町村について、各都道府県内の市区町村を、人口規模により大・中・小に
分類して、それぞれ１つずつ、各都道府県で計３市区町村ずつ抽出した。

市 区 町 村：１１８自治体

・大規模な自治体：県庁所在地もしくは県庁所在地並みの人口を有する市区
（ただし、政令指定都市を除く）

・中規模な自治体：人口１０万人程度の市区

施設（橋梁 ト ネ 舗装 土堤 護岸 水閘門 排水機場 ダム 堰 砂防堰堤

・小規模な自治体：人口３万人以下の市町村

＜アンケート調査対象施設＞

１０施設（橋梁、トンネル、舗装、土堤、護岸、水閘門・排水機場、ダム・堰、砂防堰堤、
下水道管路、 公園遊具）
※各自治体によって、回答対象施設を指定して、アンケートを実施した。 7



研修の実施・参加状況点検主体について

自治体のインフラ点検体制等のアンケート調査結果

検

都道府県・政令指定都市（N＝８４自治体）

当該自治体主催：２４％

都道府県・政令指定都市（N＝７９自治体）

研修の実施 参加状況点検主体について

職員による点検：４２％
（うち事務職員による点検：９％）
外注による点検：５８％

当該自治体主催：２４％
国主催：１８％
建設技術センター等主催：１９％
その他（民間、協会等）主催：１５％

市町村（N=１４８自治体）

なし：２４％

市町村（N＝１３４自治体）

職員による点検：３８％
（うち事務職員による点検：２９％）

当該自治体主催：７％
国主催：１３％
建設技術センター等主催：３３％

外注による点検：６２％
建設技術 タ 等 催
その他（民間、協会等）主催：１６％
なし：３１％

・外注による点検の割合が職員による点検の割合より多かった。
・事務職員による点検も実施されていた。

＜アンケート結果＞

8

また、都道府県・政令指定都市と比較して、市町村の方がその傾向が大きかった。
・研修の実施や参加を行っていない自治体があった。


